
納　期　限

広報ごぼう 令和４年１月号 ８

くらしの相談

おおかわ　　ひで き

てらさき　　すず こ

◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※毎週火曜日９時から16時は、
　　人権擁護委員が常駐しています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　１月12日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員
　　　大川　秀樹　氏
　　　☎0738-23-3908

　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

今月の納期限は１月31日（月）です
◇市・県民税（４期）
◇国民健康保険税（８期）
◇後期高齢者医療保険料（７期）
◇介護保険料（１月分）

　
国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き

や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
現
役

世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考

え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　
日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
学
生
・
農
林

漁
業
者
・
自
営
業
者
・
無
職
の
方

等
（
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
）
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が

法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

は
、
毎
月
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
難
し
い
と
き
は
、「
免
除
・
納
付

猶
予
制
度
」や「
学
生
納
付
特
例
制

度
」
を
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問
　
国
保
年
金
課 

年
金
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

○
非
常
勤
職
員
の
募
集
に
つ
い
て

　
御
坊
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
期

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
、
締

め
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

勤
務
日
　
令
和
４
年
２
月
上
旬
か
ら

　
　
　
　
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
（
土
日
祝
除
く
）

○
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
体
験

コ
ー
ナ
ー
の
設
置
に
つ
い
て

　
職
員
が
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
パ
ソ
コ

ン
操
作
を
案
内
し
ま
す
。
実
際
に
パ

ソ
コ
ン
を
操
作
す
る
こ
と
で
ダ
イ
レ

ク
ト
納
付
の
手
続
き
を
体
験
で
き
ま

す
。
予
約
不
要
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
お

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

○
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明

　会
を
開
催
し
ま
す
。

　
令
和
５
年
10
月
か
ら
消
費
税
の

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
い
わ

新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

御
坊
税
務
署
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

～『日高地域消費生活相談窓口』から～

　インターネット通販のトラブルが障がい者にも起きています。目立つ大
きな文字で書かれている部分だけでなく、表示を隅々まで確認することな
ど、家族や周りの人はインターネット通販を利用する際の注意点を本人と
しっかり話し合っておきましょう。家族や周りの人が問題に気付くこと
が、障がい者の消費者トラブルを防いだり、早期解決したりするために大
切です。日頃から本人とコミュニケーションを取り、いつもと違った様子
はないか、不審な商品や請求書はないかなど、気を配りましょう。
＜消費生活センターへ寄せられた事例＞
　知的障がいのあるグループホームの入居者が、ネットで初回980円の脱
毛クリームを購入した。昨日２回目が届き、定期購入だと分かり、職員に
相談があった。入居者本人から事業者に連絡したところ、５回分を受け
取って代金を支払わないと解約できないと言われたそうだ。すぐに解約で
きないか。

障がい者のネット通販 周りの人も見守って

繰り返し同様のトラブルに遭うこともあるため、継続して見
守ることが必要です。

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9時～12時・13時～17時）※土日祝日年末年始は休み

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9：00～12：00・13：00～17：00）※土日祝日年末年始は休み

　消費生活のトラブルについて、特にご注意いただきたい事例や相談件数の多い
事例についてお知らせします。

ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
が
導
入

さ
れ
ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

基
本
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
次
の

の
日
程
で
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

　
説
明
会
は
事
前
予
約
制
で
す
。

開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
御
坊

税
務
署
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

時
　
１
月
25
日（
火
）
14
時
〜
15
時

場
　
市
役
所 

５
階
会
議
室

問
　
御
坊
税
務
署

　
☎
０
７
３
８
・
２
２
・
０
６
９
５

時
　
１
月
20
日
（
木
）

　
　
10
時 

〜 

11
時
30
分

　
　
13
時 

〜 

15
時

場
　
市
役
所
３
階
会
議
室

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

　※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

　
（
１
か
月
前
か
ら
予
約
可
。
）

問
　
国
保
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ（
１
月
）


